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令和７年 

第 10回 南魚沼市農業委員会総会会議録 

 

日 時  令和７年 10月 27日 午前９時 00分～ 

場 所  南魚沼市役所大和庁舎（旧議場） 

招集者  南魚沼市農業委員会長 並木 孝夫 

 

日程 １ 会期の決定について 

日程 ２ 会議録署名委員の指名について(１番青木 日出男委員、２番田邉 浩委員) 

日程  ３  諸般の報告 ： 別紙のとおり 

日程  ４  第１号報告 農地法の規定に基づく届出の報告について 

日程 ５ 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程 ６ 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程 ７ 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程 ８ その他 
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○令和７年 10月 28日（火）  12：30～ 

 ・北信越ブロック女性の農業委員会研修会 

  【石川県小松市：木場潟公園東園地】  <宮田委員、山﨑委員> 

 

○令和７年 10月 30日（木）  ９：00～ 

 ・第２回農地パトロール 

  【市内全域】  <会長、会長職務代理、農地特別委員長、農政特別委員長、広

報特別委員長、農地特別委員> 

 

○令和７年 11月５日（水）  13：00～ 

 ・新潟県農業委員会大会 

  【新潟市：朱鷺メッセ】  <全員> 

 

○令和７年 11月 11日（木）  13：30～ 

 ・食育出前授業 

  【大崎小学校】  <大崎・東地区委員> 

 

○令和７年 11月 17日（月）  10：30～ 

 ・第 116回常設審議委員会 

  【新潟市：ＪＡ新潟ビル】  <会長> 

 

○令和７年 11月 17日（月）  15：30～ 

 ・上・中越地区農業委員会会長情報交換会 

  【十日町市：心の宿 やすらぎ】  <会長> 

 

○令和７年 11月 20日（木）  14：00～ 

 ・農業委員会上・中越協議会合同研修会 

  【十日町市：越後妻有文化ホール 段十ろう】  <全員> 

 

○令和７年 11月 25日（火） ９：00～ 

 ・農作業賃金及び農業機械作業料金標準作成部会 

  【大和庁舎：大会議室】  <会長、会長職務代理、農作業料金部会委員> 

 

○令和７年 11月 25（火）  10：30～ 

 ・農作業賃金及び農業機械作業料金標準の作成委員会 

  【大和庁舎：大会議室】  <農作業賃金及び農業機械作業料金標準作成委員> 
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○令和７年 11月 25日（火）  14：00～ 

 ・第 11回農業委員会総会 

  【大和庁舎：旧議場】  <全員> 

 

○令和７年 11月 25日（火）  18：00～ 

 ・農業委員会忘年会 

  【金誠舘】  <全員> 
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出席委員は次のとおりである。 

１番 青木 日出男 ２番 田邉  浩 ３番 樋口  隆 

  ５番 関  昭夫 ６番 上村  哲 

７番 小林 憲一 ８番 中俣  渉 ９番 佐々木 大輔 

10番 西野 徳光 11番 宮田 京子 12番 荒川  敦 

13番 篠田  猛 14番 片桐  京 15番 山﨑 輝代 

  17番 大平 泰弘 18番 原澤  眞 

19番 並木 孝夫    
 

 

推１番 桑原 宏太 推２番 松田 伸児 推３番 飯酒盃 大祐 

推４番 山田 利広 推５番 笛木 正計 推６番 関  佐智 

推７番 小林 久雄 推８番 星野 覚雄 推９番 阿部  勉 

推 10番 山岸 健一 推 11番 宮崎  実 推 12番 林  幸次 

推 13番 小杉  進 推 14番 片桐 健二 推 15番 関   晃 

推 16番 島田 徳敏 推 17番 長谷川 政一 推 18番 勝又 信行 

推 19番 志太 要一 推 20番 櫻井  隆 推 21番 髙村 英男 

推 22番 井口  博 推 23番 水澤 利德 推 24番 牛木 友哉 
 

欠席委員は２名である。 
 

４番 小幡 武重 16番 高橋  宏   
 

遅刻委員はなしである。 
 

      
 

早退委員は１名である。 
 

６番 上村  哲     
 

傍聴者はなしである。 

 

      
 

事務局員は次のとおりである。 

 

農業委員会事務局長 関井 雅弘 農地係係長 一之谷浩太郎 

農地係主事 宮下 悠紀 農地係主事 田村 萌 
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（会長、議長席に着く） 

 

 

議  長 

（９時 00分開会） 

 

おはようございます。 

皆さんの稲刈りもひと段落し、米の作柄がどうだったかは

まだ分かりませんが、人それぞれに豊作だったりそうでなか

ったりというものがあると思います。皆さん、お疲れ様でし

た。今月の常設審議委員会では一等米比率についての説明が

ありましたので、それについて後ほど説明させていただきた

いと思います。 

それでは、令和７年第 10 回南魚沼市農業委員会総会を開

会いたします。 

 本日は、農業委員が 17 名、推進委員が 24 名で合計 41 名

の出席となり、総会は成立します。 

  
 日程１ 会期の決定について 

 

議  長  日程１ 会期の決定については本日一日限りにしたいと

思いますがご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認め、会期は本日一日といたします。 

 

  日程２ 会議録署名委員の指名について 

 

議  長  日程２ 会議録署名委員の指名については議長に一任い

ただけますでしょうか。 

  

 （異議なしの声） 

 

 異議なしと認め、１番青木日出男委員、２番田邉浩委員に

お願いいたします。 

 

  日程３ 諸般の報告 
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議  長 日程３ 諸般の報告について、別紙のとおりですが、皆様

方から何かありますでしょうか。推進委員 17番長谷川委員。 

 

推 17 番長谷川

委員 

16日に新潟市で農業者年金加入推進特別研修会があり、局

長以下５名で参加してきました。本日も 11 時半から農業者

年金の学習会がありますが、16日の研修会では具体的な資料

をいただけましたので、これから加入していない方の推進活

動をスムーズに行いたいと思います。 

本日の学習会でも参考になる資料をいただけると思いま

すので、委員の皆様も隣近所に加入対象者がいらっしゃいま

したら、我々と一緒に推進活動をお願いいたします。 

 

議  長 ただいまの報告について、質疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、長谷川委員、ありがとうございました。 

他にございますでしょうか。無いようでしたら、10 月 16

日の常設審議委員会でＪＡ全農新潟県本部から米穀情勢に

ついて説明がありましたので、簡単ではありますが私の方か

ら説明をさせていただきたいと思います。 

農林水産省が発表した９月 25 日時点での主食用米の作付

面積は 136.7 万 ha で、前年よりも 10.8 万 ha 増えておりま

す。また、予想収穫量についてですが、747.7 万トンと前年

比 68万トンほど増えております。 

皆様もメディアでご覧になっているかと思われますが、価

格の動向については、農水省の公表したデータによります

と、令和６年産の７～８月にかけての売買価格が 24,976 円

と前年比 10,228 円の増加となっております。令和７年産に

つきましては 33,000～37,000 円くらいの間で取引している

ということで、価格の推移がメディアを賑わせているところ

であります。 

次に、皆さんがいちばん気にしておられるだろう一等米比

率についてですが、本県の９月 30 日現在のコシヒカリの一

等米比率は 79％、白未熟粒の比率は例年より少なく、青未熟

粒や胴割れ粒、着色粒の比率は平年並みということです。新
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之助の一等米比率は 99％と全体的に良い結果となっており

ます。こしいぶきについては、メディア等でも早生の出来が

良くなかったということで聞いていると思いますが、一等米

比率が 67％と、平年よりも出来が劣っているということにな

ります。 

集荷状況については、前年度比 121％と大幅に増えている

ということではあるものの、なにぶん思ったよりも米価が高

くなったということで、この価格が今後の販売にどう影響が

出てくるかという懸念はありますが、皆さんからも販売の動

向を注視していただければと思っております。 

他にございますでしょうか。無いようですので、諸般の報

告を終了させていただきます。 

 

  日程４ 第１号報告 農地法の規定に基づく届出の報告

について 

 

議  長  日程４ 第１号報告 農地法の規定に基づく届出の報告

についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。一

之谷係長。 

 

一之谷係長 （第１号報告朗読） 

（１）農地転用事実確認書の交付について 

３ページをご覧ください。前回総会以降５件の事実確認書

を交付しています。いずれも転用目的どおり完成していま

す。 

 

（２）農地法第 18条第６項の賃貸借の解約通知について 

５ページをご覧ください。今月は９件です。 

１番、五箇の田１筆、借受人の都合による解約です。 

２番、九日町の田２筆、借受人の都合による解約です。 

３番、４番は同じ申請者による解約です。いずれも契約内

容変更のための解約です。 

５番、東泉田の田４筆、所有者の都合による解約で、後ほ

ど３条申請と５条申請があがってきます。 

６番、塩沢の田１筆、第三者との売買のための解約で、後

ほど３条申請があがってきます。 
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７番、島新田の田１筆、借受人離農のための解約です。 

８番、大木六の田１筆、売買のための解約です。後ほど３

条申請があがってきます。 

９番、東泉田、三郎丸の田５筆、第三者との貸借契約のた

めの解約で、今後３条申請があがってきます。 

 

（３）使用貸借の解約について 

８ページをご覧ください。今月は１件です。 

１番、中野、吉山新田、五郎丸、関の田と畑 24筆、借受人

を変更するための解約です。後ほど３条申請があがってきま

す。 

 

（４）農地法の適用を受けない事実確認について 

11ページをご覧ください。今月は１件です。 

１番、目来田の登記田、現況宅地１筆、223 ㎡です。こち

らは過去に農地法上の農地から外れた土地で、既に台帳には

記載のない土地です。登記地目が農地となっているため、申

請があがったものです。資料は１～２ページをご覧くださ

い。現地は原澤委員より確認いただき、９月 25 日に非農地

証明書を発行しております。 

 

第１号報告につきましては、以上です。 

 

議  長 ただいまの報告について質疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、第１号報告を終了させていただきま

す。 

 

 日程５ 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申

請について 

 

議  長 日程５ 第１号議案 農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

一之谷係長。 
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一之谷係長 （第１号議案朗読） 

13ページをご覧ください。今月は 24件です。 

150番、九日町の田１筆、2,502㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 160円です。借り受けて耕作している申

請地を譲り受け、引き続き耕作するという内容の申請です。 

譲受人は認定農業者であり、譲受人の機械の所有状況や農

業の経験、従事状況から農地の効率的な利用が見込まれます

ので、申請は許可相当であると考えております。 

151番、寺尾の畑１筆、77㎡、売買による所有権移転で、

対価は㎡あたり 390円です。新たに取得する住宅と隣接して

いる農地を譲り受けるという内容の申請です。購入後の営農

計画につきましては、畑として野菜を作付けするということ

で、営農計画書の提出を受けております。 

営農計画書等から農地の効率的な利用が見込まれますの

で、申請は許可相当であると考えております。また、譲受人

の住所は現在県外となっているのですが、今後移住予定とい

うことです。 

152番、宮の田と畑 16 筆、14,295.45㎡、売買による所有

権移転で、対価は㎡あたり 105円です。申請地は譲渡人２名

の方の共有地になっており、それぞれの持ち分が２分の１と

なっております。今回、県外に居住する共有者から市内に居

住する共有者へ持分を移転し、単独の名義にするということ

で申請があがったものです。 

従来通り農地の効率的な利用が見込まれますので、申請は

許可相当であると考えております。 

153 番、余川の田４筆、4,422 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 650～800 円です。譲受人の経営規模拡

大の意向により申請があがったものです。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。また、対価の欄についてですが、これは

筆ごとに違う対価が設定されているため、この値段であると

いうことです。 

154 番、六日町の畑２筆、604 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 1,159円です。譲受人が経営規模拡大の
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ために申請地を譲り受けるものです。譲受人の機械の所有状

況や農業の経験、従事状況から農地の効率的な利用が見込ま

れますので、申請は許可相当であると考えております。土地

の価格が少々高くなっておりますが、土地の所在を考慮した

ためにこの価格となっております。 

155 番、東泉田の田１筆、201 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 2,488円です。申請地は譲受人が新たに

住宅を建築する土地の隣にある土地であり、譲受人の住宅の

建築・転居に伴い新規就農し、家庭菜園を行うということで

申請があがったものです。購入後の農地利用計画について

は、地目は田となっていますが、畑として野菜を作付けする

ということで営農計画書の提出を受けております。 

営農計画書等から農地の効率的な利用が見込まれますの

で、申請は許可相当であると考えております。また、こちら

の案件も対価が高くなっておりますが、住宅建築予定地の隣

にある農地であり、取得意向が高いためこの価格となってお

ります。 

156番、東泉田の田３筆、1,048㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 477円です。申請地は譲受人の住宅の周

りにあり、新規就農のために購入するということで申請があ

がったものです。 

購入後の農地利用計画については、知人の協力を得ながら

一部を田、一部を畑として利用するということで営農計画書

の提出を受けております。営農計画書等から農地の効率的な

利用が見込まれますので、申請は許可相当であると考えてお

ります。 

157番、塩沢の田１筆、409㎡、売買による所有権移転で、

対価は㎡あたり 2,200円です。申請地は譲受人の自己所有農

地に隣接しており、経営規模拡大の意向により購入するとい

うことで申請があがったものです。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。また、対価が高くなっておりますが、譲

受人はこの農地を取得後、自己所有農地と一体的に耕作する

計画であるため、農地の取得意向が強く、この価格となって

おります。 
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158 番、塩沢の田８筆、4,542 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 411円です。譲受人の経営規模拡大の意

向により申請地を購入するということで申請があがったも

のです。 

譲受人は認定農業者であり、譲受人の機械の所有状況や農

業の経験、従事状況から農地の効率的な利用が見込まれます

ので、申請は許可相当であると考えております。 

159番、五郎丸の田１筆、3,505㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 399円です。譲受人の経営規模拡大の意

向により申請地を購入するということで申請があがったも

のです。 

譲受人は認定農業者であり、譲受人の機械の所有状況や農

業の経験、従事状況から農地の効率的な利用が見込まれます

ので、申請は許可相当であると考えております。 

160番、五郎丸の田１筆、1,343㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 540円です。譲受人の経営規模拡大の意

向により申請地を購入するということで申請があがったも

のです。 

譲受人は認定農業者であり、譲受人の機械の所有状況や農

業の経験、従事状況から農地の効率的な利用が見込まれます

ので、申請は許可相当であると考えております。 

161 番、大木六の田２筆、497 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 1,006円です。申請地は譲受人の住宅建

築予定敷地に隣接した農地であり、譲受人の住宅の建築・転

居に伴い新規就農し、家庭菜園を行うということで申請があ

がったものです。 

購入後の農地利用計画については、地目は田となっていま

すが、畑として野菜を作付けするということで営農計画書の

提出を受けております。営農計画書から農地の効率的な利用

が見込まれますので、申請は許可相当であると考えておりま

す。 

162 番、大木六の田１筆、273 ㎡、売買による所有権移転

で、対価は㎡あたり 35 円です。申請地は譲受人が取得予定

の住宅及びその敷地に隣接した農地であり、譲受人の転居に

伴い新規就農し、家庭菜園を行うということで申請があがっ

たものです。 
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購入後の農地利用計画については、地目は田となっていま

すが、畑として野菜を作付けするということで営農計画書の

提出を受けております。営農計画書から農地の効率的な利用

が見込まれますので、申請は許可相当であると考えておりま

す。 

163番、吉山新田の田１筆、2,881㎡、売買による所有権移

転で、対価は㎡あたり 1,215円です。譲受人の経営規模拡大

の意向により申請地を購入するということで申請があがっ

たものです。譲受人の現住所は県外となっておりますが、実

際には月の半分は市内に滞在しているということです。 

購入後の農地利用計画については、地元の生産組合や知人

から農業用の機械を借り受ける許可を受けており、借りた機

械を使って水稲を作付けするということで営農計画書の提

出を受けております。営農計画書等から農地の効率的な利用

が見込まれますので、申請は許可相当であると考えておりま

す。 

164番、上野の田と畑８筆、3,907㎡、売買による所有権移

転で、対価は㎡あたり 76 円です。農地の所有者は令和元年

に亡くなっておりますが、法定相続人がいないということ

で、相続人不存在として司法書士の方が相続財産清算人とし

て選任されております。相続財産清算人が選任されている土

地を売買するには家庭裁判所の審判が必要なのですが、この

たび家庭裁判所から売却許可があったということで申請が

あがったものです。申請理由については譲受人の経営規模拡

大のためであります。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。 

165番、関の田１筆、354㎡、売買による所有権移転で、対

価は㎡あたり 28 円です。近隣で耕作している譲受人が経営

規模を拡大するために農地を購入するということで申請が

あがったものです。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。 

166 番、大月の畑１筆、178 ㎡、贈与による所有権移転で
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す。譲受人の自己所有地と隣接する農地を贈与により取得す

るということで申請があがったものです。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。 

167番、舞子の畑１筆、9.46㎡、贈与による所有権移転で

す。譲受人の住宅と隣接した申請地を経営規模拡大のために

譲り受けるということで申請があがったものです。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。 

168番、舞子、姥島新田の畑２筆、448㎡、贈与による所有

権移転です。経営規模拡大のため農地を贈与により取得する

ということで申請があがったものです。２筆の大字は違いま

すが、実際には隣接した農地となっております。 

譲受人の機械の所有状況や農業の経験、従事状況から農地

の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当である

と考えております。 

169番、上一日市の登記田、現況畑２筆、470㎡、贈与によ

る所有権移転です。申請者は孫と祖母の関係で、親族から申

請地を譲り受け、新規就農をするということで申請があがっ

たものです。 

取得後の農地利用計画については、農業を営む知人から指

導を受けながら、自然農法にて野菜を作付けするということ

で営農計画書の提出を受けております。営農計画書等から農

地の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当であ

ると考えております。 

170～172番は賃借権の設定です。 

170番、穴地の田１筆、1,578㎡、賃借権の設定で、期間は

令和７年 11月１日から令和 12年 10月 31日までの５年間、

対価は 10ａあたり１俵です。 

171番、穴地新田の田２筆、4,373㎡、賃借権の設定で、期

間は令和７年 11月１日から令和 12年 10月 31日までの５年

間、対価は 10ａあたり１俵です。 

172番、九日町の田３筆、7,436㎡、賃借権の設定で、期間

は令和７年 11 月１日から令和 17 年 10 月 31 日までの 10 年
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間、対価は 10ａあたり１俵です。 

170～172 番の申請はいずれも経営規模拡大のために農地

を借り受けるというもので、いずれの譲受人においても機械

の所有状況や農業の経験、従事状況から農地の効率的な利用

が見込まれますので、申請は許可相当であると考えておりま

す。 

173番、中野、吉山新田、五郎丸、関の田と畑 24筆、28,576

㎡、使用貸借権の設定で、期間は令和７年 11 月１日から令

和 27年 10月 31日までの 20年間です。譲渡人は後継者に農

地を貸し付けて農業者年金の経営移譲年金を受給されてい

たのですが、その方が病気で耕作できなくなったため、別の

後継者に新たに農地を貸し付け直すということで申請があ

がったものです。譲受人は現在県外に在住しておりますが、

後ほどこちらの方に帰ってくる予定とのことです。 

申請人の世帯の機械の所有状況や農業の経験、従事状況か

ら農地の効率的な利用が見込まれますので、申請は許可相当

であると考えております。 

第１号議案については以上です。 

 

議  長 関係委員がおられます。農業委員 10 番西野徳光委員の除

斥を求めます。 

 

（10番西野委員退席） 

 

14ページ 152番案件についてのみ質疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、質疑終わりにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、よってお諮りをいたします。14 ページ 

152 番案件については原案のとおり承認するにご異議ござい

ませんか。 
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（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、152 番案件は原案のとおり承認されまし

た。西野委員の除斥を解きます。 

 

（西野委員着席） 

 

それでは、先に承認された案件を除く他の案件について質

疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、質疑終わりにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、よってお諮りをいたします。152 番案件

を除く他の案件については原案のとおり承認するにご異議

ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、第１号議案 農地法第３条の規定による

許可申請については原案のとおり承認されました。 

 

 日程６ 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申

請について 

 

議  長 日程６ 第２号議案 農地法第４条の規定による許可申

請についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

宮下主事。 

 

宮下主事 （第２号議案朗読） 

22ページをご覧ください。今月は１件です。 

13番、石打の田 1筆 490㎡、転用目的は、雪処理場のため

です。資料は３～５ページをご覧ください。申請の内容です
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が、現在申請地の水路を挟んだ対側地で宿泊業を営んでいる

申請者が、屋根の雪下ろし後の雪や自然落下した雪などの処

理に困っており、ホイールローダーにて雪を搬入して処理す

るために砂利敷き舗装をして雪処理場として利用したいと

いうものであります。また、申請者は、雪処理に長年苦慮し

ており、令和５年に自作で一部に融雪用貯水槽を作ってしま

ったとのことで、始末書を提出してもらってあります。 

この農地については、都市計画法で定められた用途区域内

にある第３種農地となります。利用計画図等から計画面積は

適当であり、原則許可であると考えています。 

第２号議案については以上です。 

 

議  長 関係委員がいらっしゃいます。農業委員 10 番西野徳光委

員の除斥を求めます。 

 

（10番西野委員退席） 

 

ただいまの説明について質疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、質疑終わりにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、よってお諮りをいたします。第２号議案

農地法第４条の規定による許可申請については原案のとお

り承認するにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、第２号議案については原案のとおり承認

されました。西野委員の除斥を解きます。 

 

（西野委員着席） 
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 日程７ 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申

請について 

 

議  長 日程７ 第３号議案 農地法第５条の規定による許可申

請についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

宮下主事。 

 

宮下主事 （第３号議案朗読） 

24ページをご覧ください。今月は７件です。 

38番、泉新田の田２筆、合計 694㎡、売買による所有権移

転で転用目的は駐車場敷地のためです。資料については６～

８ページです。申請の内容ですが、譲受人は、今年医療施設

を開院し経営しておりますが、当初の想定よりも多くの患者

来院数があったこと、冬期間は一部堆雪場として利用するた

め、現状の駐車場では不足することから、新たに患者用及び

従業員用として駐車場を建設したいというものであります。 

この農地は 10ha 以上の規模の一団の農地で第１種農地で

すが、集落に接続する農地を周辺に居住する者の業務上及び

日常生活上必要な医院の駐車場に使用するものであり、利用

計画図から計画面積は適当であると判断し、許可相当である

と考えています。 

39番、寺尾の畑１筆、112㎡、売買による所有権移転で転

用目的は駐車場のためです。資料については９～11ページで

す。申請の内容ですが、譲受人は、隣接の土地及び住宅を取

得することとなりましたが、敷地内に駐車スペースがないた

め、申請地を自家用車及び来客用駐車場として利用したいと

いうものであります。 

この農地については、集落内にある生産性の低い第２種農

地でありますが、集落に接続する農地を周辺に居住する者の

日常生活上必要な駐車場に使用するものであり、利用計画図

から計画面積は適当であると判断し、許可相当であると考え

ています。 

40番、六日町の田６筆、合計 641㎡、６筆の内５筆が賃借

権の設定、残りの１筆が使用貸借権の設定で転用目的は接骨

院及びアパート建設のためです。資料については 12～14 ペ

ージです。申請の内容ですが、譲受人が共同で建物を建築し、
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１階で接骨院を開業し、２階は賃貸アパートにしたいという

ものであります。 

この農地については、都市計画法で定められた用途区域内

にある第３種農地となります。また、利用計画図等から計画

面積は適当であり、原則許可であると考えています。 

41番、東泉田の田１筆、369㎡、売買による所有権移転で

転用目的は一般住宅建築のためです。資料については 15～17

ページです。 

この農地については、農業公共投資の対象となった農地

で、第１種農地でありますが、集落に接続した農地を一般住

宅に使用するものであり、一般住宅適正面積の目安以内の規

模であるため、許可相当であると考えています。 

42番、中の田３筆、合計 641㎡、売買による所有権移転で

転用目的は特定建築条件付売買予定地のためです。資料につ

いては 18～20 ページです。申請の内容ですが、土地を造成

して売却するという宅地分譲ではあるのですが、通常の宅地

分譲と異なる点は造成した土地について、転用事業者と購入

希望者とで売買契約を結んだ後、一定期間内に建築請負契約

を結ぶことが条件に売買される土地となります。予定される

分譲区画については３区画となります。 

この農地は、水管、下水管の埋設された道路の沿道にあり、

おおむね 500ｍ以内に２つ以上の公共的施設がある農地で第

３種農地となります。また事業計画から転用面積は適正であ

ると考えられますので許可相当であると考えます。 

43番、小木六の田１筆の内、497.34㎡、使用貸借権の設定

で転用目的は農機具格納庫建設のためです。資料については

21～23ページです。申請の内容ですが、耕作面積の増加に伴

い、農機具の台数が増え、既存の農機具格納庫が手狭になっ

たため、新たに農機具格納庫を建築したいというものであり

ます。 

この農地については、農用地区域内にある農用地でありま

すが、農業用施設に使用するものであり、施設の規模から計

画面積は適当であるため、許可相当であると考えています。 

44番、大木六の田１筆、334㎡、売買による所有権移転で

転用目的は、一般住宅及びカーポート建築のためです。資料

については 24～26ページです。 
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この農地については、農業公共投資の対象となった農地

で、第１種農地でありますが、集落に接続した農地を一般住

宅に使用するものであり、一般住宅適正面積の目安以内の規

模であるため、許可相当であると考えています。 

第３号議案については以上です。 

以上です。 

 

議  長 ただいまの説明について質疑を行います。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、質疑終わりにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、よってお諮りをいたします。第３号議案

農地法第５条の規定による許可申請については原案のとお

り承認するにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、第３号議案は原案のとおり承認されまし

た。 

 

議  長 暫時休憩といたします。 

（９時 45分休憩） 

 

議  長 休憩前に引き続き、議事再開いたします。 

（13時 50分再開） 

 

 日程８ その他 

 

議  長 日程８ その他についてですが、ここでは、さきほど各委

員会で決めていただいた令和８年度の行事計画について発

表していただきます。まずは幹事会、篠田幹事長からお願い

いたします。 
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13番篠田委員 皆様のところに配布されている令和８年度の予定表の幹

事会の欄をご覧ください。先ほど事務局からも少し話があり

ましたが、令和８年には委員の改選があり、改選後の初総会

は７月 21日となっております。それから 11月に忘年会、３

月には事務局の異動があるかもしれないので、歓送迎会を予

定しております。 

また、備考欄にもありますが、適宜幹事会については開催

予定となっております。 

以上です。 

 

議  長 続いて、農地特別委員会、お願いします。 

 

推 23番水澤委員 お疲れ様です。 

農地特別委員会については例年通りの予定となります。８

月には地区ごとの農地パトロール、10 月に来年度の計画策

定、11月初旬に第２回農地パトロールを行います。また、１

月には賃借料情報検討委員会を開催いたします。 

以上です。 

 

議  長 続いて、農政特別委員会、お願いします。 

 

17番大平委員 お疲れ様です。 

農政特別委員会の来年度の活動計画については、10月に農

政特別委員会、11月に農作業賃金及び農業機械作業料金標準

作成委員会、12月に女性農業者との交流会、２月に認定農業

者との意見交換会と決まりました。 

以上です。 

 

議  長 続いて、広報特別委員会お願いします。 

 

12番荒川委員 お疲れ様です。 

広報特別委員会の令和８年度の計画についてですが、来年

度につきましても広報紙「魚野のかけ橋」を全２回配布する

予定です。発行時期は８月又は９月と３月です。配布予定部

数は 21,000部、全戸配布を行います。 
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また、全国農業新聞の購買者普及拡大について推進を予定

しておりますので、皆さんの周りに取ってくれるという方が

いらっしゃれば、教えていただきたいと思います。 

以上です。 

 

議  長 ありがとうございました。 

これで各特別委員会の来年度の活動計画が全て発表され

ましたが、これらの説明に関して質問や意見はございますで

しょうか。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、来年度の活動計画はこれで決定したい

と思います。次年度計画以外の連絡事項はございますでしょ

うか。それでは 13番篠田委員からお願いいたします。。 

 

13番篠田委員 幹事会からの報告です。皆さんのお手元に忘年会の案内を

お配りしております。 

日程は 11月の総会終了後 18時から、場所は金誠舘です。

大和庁舎を 17 時に出発しますので、バスをご利用になる方

は 11月 14日までに出欠の連絡と一緒に教えてください。 

 

議  長 ただいまの報告について質問、意見はございますでしょう

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、篠田委員、ありがとうございました。 

続いて、中俣委員からお願いいたします。 

 

８番中俣委員 午前中に行われた第１回認定農業者との意見交換会担当

者会議の内容について報告いたします。 

今年度の意見交換会の日程は令和８年２月 25 日（水）14

時 30 分～17 時です。場所は南魚沼市ふれ愛支援センターで

す。内容につきましては「新大コシヒカリの開発と今後の展

望について」を、講師に新潟大学の社会連携推進機構特任教
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授の三ツ井さまをお招きして行います。 

その後の懇親会につきましては、別会場を予定しておりま

す。 

以上です。 

 

議  長 ただいまの報告について質問、意見はございますでしょう

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、中俣委員、ありがとうございました。 

続いて、宮田委員からお願いいたします。 

 

11番宮田委員 女性農業者との交流会からの報告です。 

皆さんのお手元に今年度の女性農業者との交流会のチラ

シを配布させていただきました。 

12 月３日に上田の郷さんで郷土料理を食べながら農業委

員会のことや日頃疑問に思っていることについて話し合お

うと思っております。 

このチラシをお知り合いの女性の方に声掛けをしていた

だいて、たくさんの方にご参加いただきたいということで今

回はチラシを配布させていただきました。 

以上です。 

 

議  長 ただいまの報告について質問、意見はございますでしょう

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

無いようですので、宮田委員、ありがとうございました。

続いて関井局長、お願いいたします。 

 

関井局長 それでは事務局から今後の日程について簡単にご案内し

ます。 

明日 28 日は北信越ブロック女性の農業委員会研修会が石

川県小松市で開催され、宮田委員と山﨑委員が出席予定で
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す。 

10 月 30 日の９時からは第２回農地パトロールが行われま

すので、該当の委員さんは大和庁舎にご参集ください。 

11 月５日には新潟県農業委員会大会が朱鷺メッセで開催

されます。詳細については先般文書にて案内したところでは

ありますが、大和庁舎と市民会館でそれぞれ乗車し、現地へ

向かう予定となっております。 

11 月 11 日には今年度最後の食育出前授業が大崎小学校で

開催されます。本日の総会終了後、大崎地区・東地区の委員

で当日の打ち合わせを行いますので、該当する方は参集をお

願いいたします。 

11 月 20 日には十日町市の段十ろうにて上・中越協議会合

同研修会が開催されます。こちらについても先般文書で案内

したとおり、大和庁舎と市民会館を出発し、現地へ向かう予

定となっております。 

また、来月の総会は午後開催ですが、午前中は農作業賃金

及び農業機械作業料金標準作成部会及び作成委員会を行い

ます。こちらについては、後ほど案内文書を発送させていた

だきます。 

以上です。 

 

議  長 他に何かございますでしょうか。無いようでしたら、本日

の総会は終了させていただきます。 

 

（14時５分閉会） 
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